
競争参加者の資格に関する公示 
Ｒ４－８国営沖縄記念公園運営維持管理業務に係る共同体としての競争参加者の資格

（以下「共同体としての資格」という。）を得ようとする者の申請方法等について、次のと

おり公示します。 
令和４年 ４月２８日 

沖縄総合事務局開発建設部長 坂井 功  
１ 業務の概要 
１） 業務名 Ｒ４－８国営沖縄記念公園運営維持管理業務 
２） 業務内容 本業務は、本公園において、国営公園設置の意義を踏まえて、その効用

を最大限発揮させるべく、公園の運営維持管理全般について企画立案を行い、業務の

実施計画を策定し、その一元的管理方針のもとで、植物の育成・維持管理、工作物等

公園施設の維持管理、清掃、巡視・保安警備、利用者に対するサービスの提供、利用

者指導、救急、利用促進のための行催事や広報宣伝の企画・立案・実施など多岐にわ

たる業務を総合的な調整のもと、相互連携を保ち、適切に進捗管理を行いつつ実施す

るものである。 
本業務の対象業務は以下のとおりであり、詳細はＲ４－８国営沖縄記念公園運営維

持管理業務実施要項（以下「実施要項」という。）に定めるところによる。 
（１）本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 
（２）企画運営管理業務 
（３）施設・設備維持管理業務 
（４）植物管理業務 
（５）収益施設等管理運営業務  
３） 履行期間 履行期間は、以下の通り予定している。 

令和５年 ２月 １日～令和９年 １月３１日 
２ 申請の時期 

令和４年 ４月２８日から令和４年 ６月２９日まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）。 
なお、令和４年 ６月２９日以降当該業務に係る企画書の提出の時まで（土曜日、日

曜日及び祝日を除く。）においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審

査が終了せず、企画書を提出できないことがある。 
３ 申請の方法 
１） 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(役務の提供等)」（以下「申請書」と

いう。）は、令和４年 ４月２８日から沖縄総合事務局開発建設部管理課契約管理係

（沖縄県那覇市おもろまち２丁目１番１号那覇第２合同庁舎２号館４階）において共

同体としての資格を得ようとする者に交付する。 
２） 申請書の提出方法 申請者は、申請書にＲ４－８国営沖縄記念公園運営維持管理業



務共同体協定書（以下「共同体協定書」という。）の写しを添付し、持参又は郵送（書

留郵便に限る。）により提出すること。提出場所は１）に示す申請書の交付場所に同

じ。 
３） 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 

４ 共同体としての資格及びその審査 
次に掲げる条件を満たさない共同体については、共同体としての資格がないと認定す

る。それ以外の共同体については、共同体としての資格があると認定する。 
１） 基本的要件 
（１）共同体の構成員は、下記の業務を担当する企業を明らかにするものとする。 

① 本業務全体の計画立案及びマネジメント業務 
② 企画運営管理業務 
③ 施設・設備維持管理業務 
④ 植物管理業務 
⑤ 収益施設等管理運営業務 

（２）共同体は、代表企業を定め、当該代表企業が入札・契約手続きを行うこととする。

代表企業は、上記（１）①本業務全体の計画立案及びマネジメント業務を担当する

企業とする。 
２） 共通要件 

共同体の代表企業及び構成員は、以下の全ての要件を満たすこと。 
（１）次の各号のいずれかに該当する者でないこと。 

１）心身の故障により本業務を適正かつ確実に実施することができない者 

２）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取

り扱われている者 

３）禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、又は

この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける

ことがなくなった日から起算して 5 年を経過しない者 

４）暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者 

５）本実施要項 8.3.11 により契約を解除され、その解除の日から起算し 5 年を経過

しない者 

６）営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前

各号又は次号のいずれかに該当するもの 

７）法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの 

８）暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者がその事業活動

を支配する者 

９）その者の親会社等（その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係に

あるものとして、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令（平成



18 年政令第 228 号）第 3 条の規定で定める者を準用する。次号において同じ。）が

前各号のいずれかに該当する者 

10）その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、

これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって本業務の公正な実施又は本

業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者 

（２）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第７

０条の規定に該当する者でないこと。 
（３）予決令第７１条の規定に該当する者でないこと。 
（４）開札日において、令和４・５・６年度内閣府競争参加資格（全省庁統一資格）「役

務の提供等」の九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること（実施要項４．

２．２に示す申請書類（以下「申請書類」という）の提出期限において、現に競争

参加資格を有するか、競争参加資格申請書が受理されていることが確認できるこ

と。）。 
（５）申請書類の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から指名

停止を受けていないこと。 
（６）他の入札参加者又は所属する共同体以外の共同体の構成員との間に以下の基準の

いずれかに該当する関係がないこと。 
１) 資本関係 

   以下のいずれかに該当する二者の場合。 

     ① 子会社等（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号の２に規定する子会

社等をいう。②において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社

等をいう。②において同じ。）の関係にある場合 

    ② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

２）人的関係 
    以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社等（会社法

施行規則（平成 18 年法務省令第 12 号）第２条第３項第２号に規定する会社等

をいう。以下同じの一方が民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第２条第 4 号

に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成 14 年法

律第 154 号第２条第７項に規定する更正会社をいう。）である場合を除く。 
    ① 一方の会社等の役員（株式会社の取締役（指名委員会等設置会社にあっては

執行役）、持分会社（合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。）の業務を

執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）が、他方

の会社等の役員を現に兼ねている場合 
    ② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第２項又は会社更

生法第 67 条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）

を現に兼ねている場合 



    ③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 
   ３）その他の競争の適正さが阻害されると認められる場合 
      組合とその構成員が同一の競争に参加している場合その他上記（１）又は（２）

と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 
 （７）競争の公平性を害すると判断される場合には、本業務に関与する者でないこと。 
（８）沖縄総合事務局が、本業務とは別に発注する本業務の実施状況について、評価分

析等を行う業務の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連のある

業者でないこと。 
（９）沖縄総合事務局開発建設部建設コンサルタント業務審査委員会の構成員又は構成

員が属する事業者でないこと。 
（10）守秘義務の遵守などについて社内の規則で明記していること。 
 国営沖縄記念公園事務所で令和３年度発注「令和３年度 Ｒ４ー８国営沖縄記念公

園運営維持管理方針等策定業務」及び令和３年度発注「令和３年度 公園利用実態

調査業務」の受注者でないこと。 

 （11）国営沖縄記念公園事務所で令和４年度に実施の「令和３年度 公園利用実態調査

業務」に参加している者及び当該業務の管理技術者・担当技術者の出向・派遣元並び

にこれらの者と資本面・人事面で関係がある者でないこと。 

 なお、「業務に参加」とは、当該業務を受注していること、当該業務の下請け（測

量、地質調査業務も含む）をしていることをいい、「資本面・人事面で関係がある」

とは実施要項 3.1.f)①・②に該当することをいう。 

３）業務形態 
（１）構成員の分担業務が、業務の内容により、共同体協定書において明らかであるこ

と。 
（２）共同体の構成員のうち一企業が、上記に掲げる複数の業務を兼ねて実施すること

を妨げない。また、業務対象の範囲を明確にしたうえで、共同体の構成員の間で分

担することも妨げない。 
４）代表者要件 

構成員において決定された代表者が、共同体協定書において明らかであること。 
５）共同体の協定書 

共同体の協定書が、別紙－１に準じた共同体協定書によるものであること。 
５ 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同体の取り扱

い 
４ ２）（４）の条件を満たさない者を構成員に含む共同体も２及び３により申請をす

ることができる。この場合において、共同体としての資格が認定されるためには、４ ２）

（４）の条件を満たさない構成員が、当該業務に係る企画書の提出時までに４ ２）（４）

の条件を満たすことが必要である。また、この場合において、４ ２）（４）の条件を満



たさない構成員が、当該業務に係る企画書の提出時までに４ ２）（４）の条件を満たし

ていないときは、共同体としての資格がないと認定する。 
６ 資格審査結果の通知 

「競争参加資格認定通知書」により通知する。 
７ 資格の有効期間 

６の共同体としての資格の有効期限は、共同体としての資格の認定の日から当該業務

が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、

当該業務に係る契約が締結される日までとする。 
８ その他 
１） 共同体の名称は、「Ｒ４－８国営沖縄記念公園運営維持管理業務○○・□□共同体」

とする。 
２） 当該業務に係る入札手続きに参加するためには、企画書の提出の時において、共同

体としての資格の認定を受けていなければならない。 
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別紙－１ 

Ｒ４－８国営沖縄記念公園運営維持管理業務 

共同体協定書 

 

（目的） 

第１条 当共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。 
２ 沖縄総合事務局開発建設部発注に係るＲ４－８国営沖縄記念公園運営維持管理業務（当該

業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「本業務」という。） 

３ 前号に附帯する業務 

 

（名称） 

第２条 当共同体は、Ｒ４－８国営沖縄記念公園運営維持管理業務○○・□□共同体（以

下「共同体」という。）と称する。 
 

（事務所の所在地） 

第３条 共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。 
 

（成立の時期及び解散の時期） 

第４条 共同体は、令和○○年○○月○○日に成立し、本業務の契約の履行後３ヵ月を経

過するまでの間は、解散することができない。 
２ 本業務を受託することができなかったときは、共同体は、前項の規定にかかわらず、当該

業務に係る契約が締結された日に解散するものとする。 

 

（構成員の住所及び名称） 

第５条 共同体の構成員は、次のとおりとする。 
    ○○県○○市○○町○○番地 

    ○○株式会社 

    ○○県○○市○○町○○番地 

    □□株式会社 

 

（代表者の名称） 

第６条 共同体は、○○株式会社を代表者とする。 
 

（代表者の権限） 

第７条 共同体の代表者は、本業務の履行に関し、共同体を代表して、発注者及び監督官

庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって契約代金（概算払を含む。）の請求、受領及

び共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。 
２ 構成員は、成果物等について、契約日以降著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２章及

び第３章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限
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を、共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、共同体の解散後、共同体の代

表者である企業が破産又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と折衝等を行う

権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対しその他の構成員である企業が

委任するものとする。 

 

（分担業務） 

第８条 各構成員のＲ４－８国営沖縄記念公園運営維持管理業務の分担は、次のとおりと

する。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに

応じて分担の変更があるものとする。 
    ○○○の○○業務  ○○株式会社 

    ○○○の○○業務  □□株式会社 

２ 前項に規定する分担業務の価額（運営委員会で定める。）については、別に定めるところ

によるものとする。 

 

（運営委員会） 

第９条 共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の履行に当たるものと

する。 
 

（構成員の責任） 

第１０条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、

契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。 
 

（取引金融機関） 

第１１条 共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預

金口座によって取引するものとする。  
 

（構成員の必要経費の分配） 

第１２条 構成員はその分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費

の分配を受けるものとする。 
 

（共通費用の分担） 

第１３条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により

運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。 
 

（構成員の相互間の責任分担） 

第１４条 構成員がその分担業務に関し発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこ

れを負担するものとする。 
２ 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議す

るものとする。 
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３ 前２項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うもの

とする。 

４ 前３項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する共同体の責任を免れるもの

ではない。 

 

（権利義務の譲渡の制限） 

第１５条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。 
 

（業務途中における構成員の脱退） 

第１６条 構成員は、共同体が本業務を完了する日までは脱退することはできない。 
 

（業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置） 

第１７条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、発

注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。

ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者

の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連

帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。 
２ 前項の場合においては、第 14条第２項及び第３項の規定を準用する。 

 

（解散後のかしに対する構成員の責任） 

第１８条 共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員

は共同連帯してその責に任ずるものとする。 
 

（協定書に定めのない事項） 

第１９条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。 
 

○○株式会社外○社は、上記のとおりＲ４－８国営沖縄記念公園運営維持管理業務○○・□□

共同体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印

し、各自所持するものとする。 

 

 令和  年  月  日 

 

                   ○○株式会社  

                     代表取締役         印 

                     

                    □□株式会社        

                     代表取締役         印 
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Ｒ４－８国営沖縄記念公園運営維持管理業務 

共同体協定書第８条に基づく協定書 

 

 

沖縄総合事務局開発建設部発注に係Ｒ４－８国営沖縄記念公園運営維持管理業務については、

Ｒ４－８国営沖縄記念公園運営維持管理業務共同体協定書第８条の規定により、当共同体構成

員が分担する業務額を次のとおり定める。 

 

 

分担業務額（消費税分及び地方消費税分を含む。） 

    ○○○の○○業務  ○○株式会社   ○○円 

    ○○○の○○業務  □□株式会社   ○○円 

 ○○株式会社外○社は、上記のとおり分担業務額を定めたのでその証拠としてこの協定書○通

を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。 

 

 

                        年  月  日 

 

Ｒ４－８国営沖縄記念公園運営維持管理業務○○・□□共同体 

               

代表者 ○○株式会社 代表取締役  ○○○○印 

  

                 □□株式会社 代表取締役  ○○○○印 

 



様式 
 
 

競争参加資格審査申請書（役務の提供等） 
 
 

貴部局で行われるＲ４－８国営沖縄記念公園運営維持管理業務に係る競争に参加する資格の

審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類（共同体協定書の写し）の内容については、

事実と相違ないことを誓約します。 
 

年  月  日 
 

沖縄総合事務局開発建設部長 殿 
 
 
             共同体名Ｒ４－８国営沖縄記念公園運営維持管理業務 
                                       共同体 
 

（代表者） 住    所 
      商号又は名称 

代表者氏名              印 
担 当 者： 
所属部署： 
電話番号： 
FAX 番号： 

（構成員） 住    所 
商号又は名称 
代表者氏名               印 

 
（構成員） 住     所 

商号又は名称 
代表者氏名              印 


